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作
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丹、

告書

抗

農
作
物

ω牧
穫
保
険
に
就
い
て

;¥、

木

助

芳

之

曲
以
寸
弥
h

任
し
て
絞
糾
生
剖
の
ん
女
凶
を
伺
4u
し
む
J
w

に
は
、

+
み
に
於
て
4
4
山
一
の
資
本
主
義
粧
桝
へ
の
泊
肱
力
を
高
め
る
諸
方
知
h
q一
弥
る

と
共
に
、
他
方
に
於
て
不
測
の
自
然
的
災
害
の
偏
に
共
の
経
桝
生
活
に
撹
飢
を
生
ぜ
し
め
ざ
る
方
策
を
採
る
と
と
が
肝
要
で
あ
る
。

新
か
る
不
測
の
自
然
的
災
害
の
防
止
上
、
積
極
的
・
炉
久
的
た
る
農
事
改
良
諸
施
設
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
た
い
が
、

併
し
完
全
に
し
て
百
パ
ー
セ
ン
ト
数
来
的
怒
る
防
止
策
の
樹
立
を
望
む
こ
と
は
、
技
術
的
に
も
ま
た
経
裕
的
に
も
至
難
で
あ
る
。
従

っ
て
斯
か
る
不
測
の
自
然
的
災
害
に
劃
し
て
は
、
同
ビ
事
情
の
下
に
あ
る
多
数
の
農
家
が
共
同
し
て
、
附
附
来
起
る
こ
と
あ
宇
宙
ぺ
き
損

害
を
見
越
し
て
、
各
自
一
定
の
物
的
資
料
(
保
険
料
)
を
酪
出
し
て
、
未
来
へ
の
準
備
を
友
し
置
色
、

一
日
一
損
害
の
起
っ
た
揚
合
に
は

之
を
庚
い
範
閣
の
農
家
に
平
均
的
に
分
散
せ
し
め
る
と
と
に
よ
っ
て
、
災
害
を
蒙
っ
た
農
家
を
し
て
、
そ
の
経
済
生
活
の
安
闘
を
期

す
る
と
と
を
得
せ
し
む
る
仕
組
た
る
、
農
業
保
険
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
の
農
家
の
蒙
る
災
害
に
劃
す
る
保
険
の
う
ち
に
は
、
(
ご
農
業
と
い
ふ
業
務
そ
の
も
の
に
特
有
た
る
災
害
に
針
す
る
も
の
と
、

(
二
)
農
家
に
限
ら
や
、
如
何
た
る
職
業
に
従
事
す
る
も
の
で
も
漣
過
し
怠
け
れ
ば
友
ら
ぬ
災
害
に
劃
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
例
へ
ば

農
家
の
家
屋
、
家
財
に
針
す
る
火
災
保
険
、
農
民
の
身
位
、
生
命
に
封
す
る
生
命
、
傷
害
、
疾
病
‘
老
廃
保
険
の
如
き
後
者
で
る
る
。

小島昌太郎氏、紘合保険事、 53頁



併
し
此
等
の
保
険
は
、
農
業
に
特
有
の
も
ひ
で
な
く
、
寧
ろ
云
は
ピ
一
般
の
火
災
保
険
、
生
命
保
険
、
ま
た
は
社
舎
保
険
を
農
民
生

活
の
上
に
撲
充
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
私
は
之
等
を
閏
有
の
農
業
保
険
の
う
ち
に
加
へ
た
い
。
従
っ
て

農
業
保
険
と
は
、
農
業
と
い
ふ
業
務
そ
の
も
の
に
特
有
な
る
災
害
に
針
す
る
保
険
で

b
る
と
解
す
司
令

が
、
他
の
産
業
的
業
務
と
匡
別
せ
ら
れ
る
特
質
は
J

有
機
的
生
産
、
印
ち
生
活
慌
た
る
植
物
及
び
動
物
の
育
成
行
潟
に
あ
る
か
ら
、

而
し
て
農
業
と
い
ふ
業
務

農
業
保
険
も
ま
た
育
成
植
物
に
関
す
る
農
作
物
保
険
と
育
成
動
物
に
蹄
ナ
る
動
物
保
険
(
家
畜
保
険
と
菱
震
保
険
と
を
合
む
)
の
二
者
に

限
ら
れ
る
こ
と
L

た
る
。

我
閲
巴
於
て
は
右
内
違
法
保
険
の
う
ち
、
一
味
南
保
険
は
昭
和
四
年
三
月
二
十
七
日
に
公
布
芯
れ
た
る
家
斉
保
険
訟
に
探
り
、
同
年

九
月
一
日
か
ら
賀
胤
ト
t
れ
て
ゐ
る
が
、
官
官
試
保
険
と
聞
広
作
物
保
険
d
k
闘
し
て
い
未
だ
保
険
誌
が
制
定
費
鈍
さ
れ
る
に
は
去
っ
て
ゐ

た
い
。
併
し
此
等
の
農
業
保
険
が
家
主
同
保
険
に
劣
ら
や
‘
農
家
の
生
間
安
定
上
重
要
で
あ
る
こ
と
は
一
去
ふ
ま
で
も
た
い
。
即
ち
農
業

生
産
は
有
機
的
生
産
た
る
関
係
上
、

自
然
の
支
配
を
受
く
る
こ
と
極
め
て
多
〈
、
年
-R

、
風
・
水
・
日
干
・
霜
・
宥
・
病
市
議
中
中
川
等
々
の
所
謂

自
然
的
災
害
に
よ
っ
て
被
る
減
収
は
相
営
豆
摘
に
達
し
、
そ
の
被
害
範
閣
は
全
闘
に
及
ん
で
ゐ
る

Q

か
h
h

る
自
然
的
災
害
が
農
家
生

活
、
ひ
い
て
一
的
農
村
生
活
に
不
安
を
貸
す
こ
と
は
、
か
の
一
小
作
争
議
に
し
て
、
斯
か
る
自
然
的
災
害
に
よ
る
減
牧
に
端
を
設
す
る

も
の
h
相
営
多
い
こ
と
や
、
ま
た
か
の
自
作
農
創
設
資
金
併
受
農
家
に
し
て
、
斯
わ
る
白
然
的
災
害
に
よ
っ
て
共
の
償
還
金
支
梯
に

困
窮
す
る
も
の

L
相
首
多
数
に
上
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
味
で
あ
る
日
然
る
に
我
国
の
農
業
経
憶
は
一
般
的
に
小
規
模
に
し
て
、
共
の

経
地
阿
も
貧
弱
で
あ
る
か
ら
、
個
々
の
農
家
が
自
力
で
平
常
よ
り
不
慮
の
災
害
に
備
ふ
る
に
充
分
な
る
貯
蓄
を
な
し
置
く
こ
と
は
到
底

不
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
災
害
を
茨
れ
る
農
家
に
針
し
て
共
の
損
害
を
填
補
し
、
然
か
も
卒
常
に
於
て
は
農
家
の
負
擦
を
徐
り
増
さ

農
作
物
の
牧
穫
保
険
に
就
い
て

t
F
四
十
豆
巻

大4

傍

量主

大」
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四宵恭二氏、農業保険の理論主賓際(151む及v'伊I津遅氏、農業と農業政策(281
頁)は農業保険を以て農業に特有なる庖股に封躍するものとする。之に反し小
平権一氏、農業保険白骨量能と組織([頁))I<V'協調曾、農業保険に関する調査の
頁 1挫に護業保険の諸(8頁)は農業保険を闘〈牌し、上記白 (1)及び(2)をも其
の中に合ましめてゐる。
Victor N. Valg["en， Ag口culturaI Insu.:rance (Encyclopaedia of the 
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農
作
物
の
牧
筏
保
険
に
就
い
て
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四
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な
い
仕
組
で
あ
る
農
業
保
険
制
を
賞
施
す
る
こ
と
が
極
め
て
肝
要
と
な
る
。

乙
の
小
論
に
於
て
同
、

そ
の
研
究
劉
象
を
農
作
物
保
険
た
る
農
作
物
牧
穫
保
険
に
限
定
し
、
然
か
も
問
題
と
な
る
べ
き
主
要
た
る

諸
黙
に
つ
き
、
農
業
政
策
の
立
場
よ
り
、
少
し
く
論
じ
よ
う
と
忠
ふ
。

開・.
田町

農
作
物
の
牧
穫
保
険
に
は
阿
別
す
ぺ
き
二
つ
の
段
式
が
認
め
ら
礼
る
c

そ
の
一
は
枚
穫
の
減
少
宝
来
さ
し
む
ぺ
司
玄
関
宮
川
原
因
た
る

潟
市
筏
ふ
恭
同
州
ふ
い
水
巾
日
子
帥
m
L他
物
約
制
北
川
沿
等
h
r
v

側
別
的
に
保
険
事
故
と
た
寸
も
の
行
、
明
日
出
汁
保
険
、
初
中
山
L

保
険
、
洪
爪
保
険
、
恭
胤

保
険
、
病
轟
害
保
険
等
が
こ
の
保
険
様
式
に
届
し
、
特
殊
的
ま
た
は
個
別
的
収
穫
保
院
ど
呼
ば
れ
る
も
の
之
で
る
り
、
他
は
損
害
原

因
と
た
る
各
個
の
危
害
を
個
別
的
に
観
察
せ
十
、
結
果
た
る
減
牧
の
方
面
か
ら
、
危
害
の
全
部
又
は
共
の
大
部
分
を
綜
合
的
に
観
察

し
て
之
を
一
個
の
保
険
事
故
左
看
倣
し
、
従
っ
て
数
個
の
危
害
に
よ
っ
て
生
じ
た
る
減
牧
も
之
を
一
個
の
保
険
事
故
に
よ
っ
て
生
じ

た
る
損
害
と
見
る
保
険
様
式
で
、
一
般
的
又
は
綜
合
的
敬
穫
保
険
と
呼
ば
れ
る
も
の
之
で
あ
る
。

然
ら
ば
右
の
個
別
的
保
険
と
綜
合
的
保
険
と
の
何
れ
が
、
牧
穫
保
険
と
し
て
よ
り
遁
ず
る
か
に
就
い
て
は
、

一
方
保
険
運
笹
の
鞘

よ
り
、
他
方
そ
の
園
の
農
民
の
経
済
的
・
文
化
的
諸
事
情
、
保
険
思
想
の
普
及
程
度
、
地
勢
及
び
気
象
欣
況
等
の
諸
駈
よ
り
、
綜
合

考
察
し
て
之
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
保
険
運
営
の
一
騎
よ
り
す
れ
ば
、
個
別
保
険
に
於
て
は
、
保
険
の
針
象
た
る
事
故
が
早
一
で
あ

る
か
ら
、
共
の
各
事
故
毎
に
損
害
の
推
算
が
出
来
る
。
従
っ
て
共
の
逗
傍
が
比
較
的
簡
翠
に
行
は
れ
易
い
。
さ
れ
ば
護
生
す
る
危
害

種
類
の
少
友
い
庭
に
は
個
別
的
保
険
制
が
適
し
て
ゐ
る
。
併
し
一
園
の
地
勢
及
び
気
象
関
係
に
よ
り
、
帯
民
生
す
る
危
害
種
類
の
多
い

鹿
で
は
、
個
別
的
保
険
(
例
へ
ば
詮
害
保
険
)
で
は
他
の
重
要
な
る
危
害
(
洪
水
・
暴
風
雨
等
身
)
に
針
舷
す
る
と
と
が
出
来
な
い
。
そ
こ
で

Sciences， V 01. I， p・ 546)は折衷的に農業保険をItL;f:訟に併すーると圭は農業者及
び農民によっても必要とされる総ての保険を合むとし、之を狭義に解すると
きは、農作物保険lk.V'家畜保険に限ると解してゐ~;;，( 
V gl. David， SozIalisrnus l1nd Landwirtschaft， 1 9 :2'~;~? s. 45 K. 
此等の白然的災害による小作辛子議件数の比卒は数年来減退しつ Lあるも、
ほ昭和.110年王室生小作争議6，824件中 V35・ 9~b 、 ~p ち 2， '::1.5 1件ーを占めてゐる。
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同
ピ
農
作
物
に
針
し
て
、
帯
電
害
保
険
、
霜
害
保
険
、
暴
風
保
険
等
々
を
各
別
に
賓
施
し
た
け
れ
ば
な
ら
左
い
と
と
L
な
る
が
、
併
し

そ
れ
は
徐
り
に
煩
雑
で
あ
る
。
ま
た
偲
令
、

そ
の
煩
維
を
厭
は
や
九
凡
て
の
危
害
に
到
し
一
々
個
別
的
保
険
を
賓
施
す
る
と
す
れ
ば
.

今
度
は
同
一
作
物
が
そ
の
成
育
行
程
中
に
二
つ
以
上
の
危
害
を
蒙
っ
た
揚
合
に
は
、
各
々
の
危
令
に
よ
る
損
得
率
の
認
定
が
甚
だ
悶

難
と
な
る
ョ
と
の
貼
に
闘
し
既
に
明
治
十
九
年
に
7

イ
エ
ツ
ト
が
我
園
の
農
業
諸
事
情
に
遁
ナ
る
農
業
保
険
禄
式
と
し
て
、
綜
合
保

険
制
を
提
唱
し
、
「
此
諸
災
害
に
謝
す
る
聯
合
保
険
の
主
義
を
以
て
農
業
保
険
の
類
別
主
義
と
し
、
各
種
の
災
害
に
剥
し
て
物
件
の
保

険
を
た
寸
と
と
は
保
険
上
甚
だ
J

阜
市
主
た
り
と
す
、
口
A

つ
此
類
別
主
義
を
川
う
れ
ば
:
:
:
・
保
険
金
の
割
合
を
定
む
る
の
方
法
簡
易
に

し
て
経
費
を
縮
減
し
得
る
便
利
あ
り
」
と
主
張
し
て
ゐ
る
O
は
、
卓
見
と
去
は
芯
る
を
得
な
い

G

士
た
大
一
正
十
三
年
以
来
二
位
の
収

礎
保
険
佐
官
一
胤
し
来
た
っ
た
は
明
王
山
肌
児
玉
川
抑
的
小
村
の
秋
山
保
険
組
合
に
於
て
も

b

資
際
の
絞
駄
に
徴
し
ベ
阿
一
世
荷
物
に
劃
す
る

こ
っ
以
上
の
危
持
率
の
算
定
は
困
難
で
、
皐
寛
減
牧
に
因
っ
て
保
険
給
付
額
を
算
定
す
る
外
は
な
い
い
』
一
と
云
へ
る
こ
と
も
、
牧
穫
保

除
級
式
決
定
上
見
沼
し
得
左
い
参
考
資
料
と
な
る
。
昭
和
六
年
二
月
に
公
表
さ
れ
た
る
農
林
省
立
案
の
「
農
業
保
険
要
綱
」
も
ま
た
綜

ム
口
保
険
制
を
採
用
し
、
「
水
稲
に
在
り
で
は
暴
風
雨
、
洪
水
、
浸
水
、
早
舷
又
は
一
定
の
植
物
病
、
桑
に
在
り
で
は
暴
風
雨
、
洪
水
、

(一ロ一)

浸
水
、
日
干
越
、
凍
結
及
降
宥
を
一
指
し
て
保
険
事
故
と
す
」
と
し
て
ゐ
る
。
我
園
の
如
ぐ
気
候
及
び
地
勢
の
一
闘
係
上
、
各
種
の
自
然

的
災
害
の
来
襲
す
る
庭
に
於
て
は
、
同
一
作
物
に
付
て
出
来
る
限
り
町
範
囲
の
災
害
を
包
合
せ
し
め
る
所
の
綜
合
的
保
険
制
を
賃
施

す
る
こ
と
が
便
宜
で
あ
り
、
ま
た
之
に
よ
っ
て
加
入
者
を
よ
り
多
〈
糾
合
す
る
と
と
も
出
来
る
。
更
に
綜
合
的
保
険
制
に
よ
れ
ば
、

損
害
評
領
土
に
於
て
も
各
種
の
災
害
別
に
損
許
制
を
民
別
決
定
す
る
煩
雑
を
避
け
る
こ
と
を
得
る
か
ら
、
保
険
技
術
上
か
ら
も
便
利

で
あ
る
。

農
作
物
の
牧
穫
保
険
に
就
い
て

第
四
十
丘
巻

第

競

農務局、白昭和Jt年至昭和9年自作農創設維持事業成績概要(農務時報、
12年4月) '3頁参照。
従って岡家が大規模に自作農創設維持-=n~:~!，;を行」、には農業保険制を必ず伴は
L めなければならね。こり射に就いてはI~I稿、現下の土地問題と農地法案(経
済論議、第44巻第6焼 )25頁参照。
Spezielle Ernteversicherung 
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農
作
物
の
収
穫
保
険
に
就
い
て

第
四
十
五
巻

第

競

保
険
事
故
と
し
て
、
こ
の
外
に
更
に
雲
害
弔
冷
筈
を
も
加
ふ
べ
き
苧
否
や
が
問
題
と
な
る
。
此
等
の
危
告
は
比
較
的
、
地
域
的
に
限
定
さ
れ

て
ゐ
る
の
と
、
特
に
冷
告
は
慢
性
的
性
質
を
帯
び
る
関
係
上
、
遺
徳
的
危
険
の
防
止
が
附
難
と
な
り
、
H
つ
保
険
料
率
の
算
定
は
闘
拡
と
な
る
が
、

収
税
保
険
に
よ
っ
て
自
然
に
恵
ま
れ
な
い
東
北
地
方
中
北
海
近
を
救
済
せ
ん
と
す
れ
ば
、
此
年
の
危
害
を
も
何
と
か
工
夫
し
て
保
政
辛
故
中
に
加
へ

る
必
要
が
あ
る
。

( 

言主

) 

併
し
乍
ら
他
聞
に
於
て
、

と
の
結
合
保
険
制
に
あ
り
で
は
、
個
々
の
損
害
原
閃
を
問
は
や
、
結
山
川
た
る
被
害
(
械
牧
)
に
よ
っ
て
保

険
↑
止
川
相
を
決
定
す
る
も
の
さ
わ
る
か
ら
、

小
可
抗
力
に
よ
る
民
鳴
門
と
個
人
の
忠
岐
に
上
る
減
牧
と
な
阿
川
す
る
と
と
が
閑
維
と
な

ア
ペ
そ
の
料
日
行
プ
サ
ヘ
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
一
一
一
日
ふ
劃
く
-
綜
ム
口
保
険
制
に
於
て
は
勤
勉
、
宕
柑
酬
に
し
て
紘
一
-
立
た
や
酔
訳
業
者
と
怠
崎
刈
拙

劣
に
し
て
不
注
意
な
る
農
業
者
と
を
同
様
に
取
扱
ふ
こ
と

i
Jた
り
、

一
般
農
業
者
犬
衆
に
及
ぼ
す
心
理
的
影
響
に
関
し
て
は
、
各
人

を
し
で
同
一
程
度
の
無
頓
着
に
陥
ら
し
め
る
こ
と
を
免
れ
注
い
で
あ
ら
弘
ド
故
に
収
穫
保
険
に
於
て
は
、
斯
か
る
不
注
意
乃
至
怠
慢

に
基
〈
損
害
、
創
ち
所
謂
道
徳
的
危
険
を
防
止
す
る
工
夫
を
凝
さ
友
け
れ
ば
友
ら
ぬ
。

一
、
綜
合
牧
穫
保
険
の
組
織

保
険
に
件
ふ
道
徳
的
危
険
を
防
止
す
る
た
め
に
は

一
定
地
域
の
保
険
加
入
者
を
以
て
相
互

主
義
に
よ
る
保
険
組
合
を
組
織
せ
し
め
、
之
に
よ
っ

τ被
保
険
者
を
同
時
に
保
険
者
た
る
地
位
に
置
き
、
相
互
連
帯
の
圏
悼
精
神
と

相
互
的
山
町
督
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
危
険
を
防
止
す
べ
き
で
あ
る
。

と
の
際
、

一
方
組
合
の
地
域
を
狭
少
と
す
る
に
従
っ
て
、
羽
合

員
の
相
互
主
義
精
紳
を
一
居
強
め
得
る
が
、
併
し
他
志
農
業
災
害
に
基
く
損
害
を
地
域
的
に
八
万
散
せ
し
め
、
損
害
の
平
均
化
を
計
る

上
に
は
共
の
事
業
範
園
を
相
哲
抜
大
す
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
ヲ
従
っ
て
組
合
の
地
域
は
相
互
主
義
精
神
の
維
持
と
危
険
の
分
散
と

の
雨
方
面
の
要
求
よ
り
、
之
を
誼
首
に
決
す
べ
き
で
あ
る
。
我
図
の
家
蓄
保
険
法
に
於
て
は
家
畜
保
険
制
合
の
区
域

ι原
則
と
し

τ
Jfk穫保険 (Emteversicherung)又は凶作保険 (Mis<:er:nteve日 icherung)を以て在
ちに結合i依穫保除と僻す晶論者もある。1fa-.....'J'Alfred J¥fanes， Versicherungs= 
we'en， '931， Bd. I1， S. '47・
Allgemeine ErnleversicheTlmg p. _ ~07 
ベ・マイ zツト菜、農業保険諭(1886年起草) 107買
協調合、農業保険に闘する調査、 36頁
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郡
市
の
直
域
と
す
る
。
「
農
業
保
険
要
綱
」
(
農
体
省
案
)
に
於
て
も
、

一
冗
受
保
険
組
合
は
原
則
と
し
亡
郡
を
直
域
と
す
る
こ
と
L
な
っ

て
ゐ
る
。
併
し
我
図
。
綜
合
的
牧
穫
保
険
に
於
て
は
、
組
合
の
地
域
と
し
て
郡
区
域
が
果
し
て
遮
営
で
あ
ら
う
か
。
「
農
業
保
険
要

綱
」
に
於
て
は
、
営
分
の
う
ち
水
稲
と
桑
の
二
者
の
み
に
隈
つ
ナ
一
保
険
を
賓
施
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
袋
作
た
る
姿
、
そ
の
他
の
琉

菜
、
川
ポ
寅
に
も
之
を
及
ぼ
す
と
と
の
必
要
た
る
は
云
ふ
ま
で
も
た
い
ir

ま
た
斯
く
す
る
と
と
は
危
険
分
散
の
淵
か
ら
も
笠
ま
し
い
勺
。

従
っ
て
斯
か
る
揚
ム
口
に
於
て
は
、
同
一
の
保
険
組
合
を
し
て
共
の
地
域
内
の
水
稿
、
桑
、
菜
、
議
菜
、
旧
市
育
一
等
多
種
類
の
農
作
物
に

封
ず
る
牧
礎
保
険
を
一
〕
惜
し
て
行
は
し
め
る
こ
と
が
保
険
経
伎
の
し
L

か
ら
も
、
ま
た
組
合
経
費
の
節
減
の
上
か
ら
も
望
主
し
い
。
併

し
幸
に
保
険
事
業
が
一
段
斐
川
崎
の
淑
浬
を
受
け
.
そ
の
地
域
内
の
農
民
の
大
部
分
が
加
入
す
る
こ
と
L
左
礼
ば
、
組
合
事
業
は
相
営

a

』

'
:
s
z
一
〉

H

J

1

3

舎で
J

朴
札
ム
」
叱
ん
『
/
内
て

J
q
p
y
t
'ノ

向
PM
伎
に
叫
ぶ
る
け
山
知
〈
可

ニ
川
伊
二
律
的
に
取
扱
ふ
と
と
吃
得
点
r
、州パ汁

止
ハ
わ
川
附
除
問
a

苧
に
潤
し
て
も
、

種
作
物
に
叫
却
す
る
災
容
焚
生
の
荒
然
挙
に
従
っ
て
、
各
町
村
又
は
更
に
上
り
狭
少
左
る
地
域
毎
に
夫
々
の
作
物
に
針
し
差
等
を
設
け

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
従
っ
て
損
害
の
評
償
・
保
険
金
支
沸
等
に
闘
し
で
も
、
組
合
役
員
の
事
務
は
桐
営
繁
多
と
た
る
で
あ
ら
う
。

従
っ
て
一
那
を
車
に
一
一
世
域
と
し
て
取
扱
ふ
こ
と
は
、
牧
穫
保
険
事
業
を
遁
営
に
経
替
す
る
上
に
も
、
ま
た
組
合
員
の
相
互
主
義
精

神
を
維
持
す
る
上
に
も
、
多
少
そ
の
地
域
が
成
過
ぎ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
従
っ
て
危
険
分
散
の
行
は
れ
る
制
合
医
域
は
之
を
一
那

と
す
る
揚
合
に
於
て
も
、
向
ほ
各
町
村
毎
に
組
合
の
支
所
を
設
け
る
か
、
或
は
一
疋
受
保
険
組
合
の
広
域
は
之
を
町
村
と
し
、

そ
の
上

に
一
郡
又
は
数
郡
匝
域
の
聯
合
舎
を
組
織
し
て
、
危
険
分
散
は
此
の
柿
A
口
舎
の
冨
域
を
以
て
行
ふ
ゃ
う
工
夫
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

の
際
、
村
々
の
産
業
組
合
を
し
て
元
受
保
険
組
合
に
代
行
せ
し
め
る
注
を
拓
く
と
と
も
一
方
法
で
あ
ら
う
。
更
に
牧
穫
保
険
に
於
て

は
地
主
と
小
作
人
と
の
関
係
も
加
は
り
、
家
畜
保
険
よ
り
も
複
雑
で
あ
る
か
ら
、
雨
者
に
針
し
で
は
必
や
し
も
同
一
の
矧
織
を
以
て

農
作
物
の
牧
穫
保
険
に
就
い
て

第
四
十
五
巻

第

競

乙

Ruchenherger， Agrarwesen und Agra.rpolitik: 1893， Bd. IJ， S. 298.小平氏、
前掲書、 84頁
四常民、前掲帯、 126頁
北米合衆闘で行はれてゐる綜合牧穫保険 (Cropinsurance)では、小委、亜麻、
ヲイ妻、燕葬、潤主主/j、妻、玉笥黍等を保険物件としてゐる。 w.Hofflll<lU， 
Crop Insucance-It:s Recent Accompli~，，J-l口町lts and lts P05sibilities (The 
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農
作
物
の
牧
穫
保
険
に
就
い
て

第
四
十
五
巻

第

銃

四

四

臨
み
得
た
い
で
あ
ら
う
。

け
れ

εも
危
険
分
散
は
一
郡
又
は
数
郡
の
匡
域
を
以
て
し
で
も
、
向
ほ
不
充
分
な
る
揚
合
が
起
る
。
蓋
し
風
・
水
・
早
官
官
等
に
よ
る

農
作
物
の
被
害
は
屡
々
庚
汎
た
る
地
域
に
瓦
り
、
教
師
脚
に
も
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
ワ
て
再
保
険
の
形
式
に
よ
っ
て
危

険
を
全
国
的
に
分
散
せ
し
め
る
と
と
が
必
要
と
た
る
。
狗
逸
及
び
俳
蘭
悶
等
の
農
業
保
険
(
主
と
し
て
話
害
保
険
)
に
於
て
は
ず
汁
保
険
は

保
険
組
合
の
聯
合
舎
で
賢
施
し
て
ゐ
る
揚
合
が
多
い
叫
更
に
危
険
分
散
の
区
域
や
一
鎖
大
す
る
た
め
、
閥
際
的
再
保
険
の
必
要
と
共
の

可
抗
性

1
E州
日
明
す
る
論
者
九
」
へ
あ
'
h
c
U
机
闘
の
家
十
世
保
険
訟
で

U
W什
保
防
同
之
を
岡
山
儲
と
し
寸
ゐ
る
。
ま
た
「
農
業
保
除
聖
刺
し
に

於
て
も
同
様
に
之
を
岡
山
営
と
し
、
且
つ
強
制
加
入
主
義
を
と
り
、
再
保
険
金
額
は
元
受
保
険
金
額
の
七
割
と
し
て
ゐ
る
。
思
ふ
に
牧
穫

保
険
は
一
種
の
祉
舎
保
険
で
あ
る
か
ら
、

一
冗
受
保
険
組
合
へ
の
加
入
も
之
を
強
制
す
る
こ
と
が
至
営
と
考
へ
ら
れ
る
。
併
し
吹
穫
保

険
に
在
り
で
は
被
害
後
生
の
虞
一
た
き
耕
地
が
経
験
上
比
較
的
明
ら
か
で
る
り
、
斯
か
る
耕
地
の
耕
作
者
は
保
険
加
入
の
必
要
を
感
ぜ

な
い
。
然
る
に
斯
か
る
耕
地
の
耕
作
者
を
も
強
制
加
入
せ
し
め
る
こ
と
主
た
れ
ば
、
か
a
h

る
耕
作
者
に
は
保
険
料
は
一
種
の
税
金
と

も
感
ぜ
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
零
細
農
の
税
金
に
よ
っ
て
枇
合
施
設
を
行
ふ
こ
と
L
友
り
、
反
っ
て
枇
曾
正
義
に
反
す
る
こ
と
誌
も
左

一
冗
受
保
険
組
合
へ
の
加
入
は
之
を
一
般
的
に
強
制
せ
ざ
る
を
可
と
す
る
d

然
る
に
再
保
険
は
保
険
を
必
要
と
す
る
耕
作
者

る
か
ら
、

の
み
よ
り
な
る
元
受
組
合
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
強
制
加
入
と
す
る
も
何
等
の
支
障
も
起
ら
た
い
。
ま
た
要
綱
に

於
て
は
牧
穫
保
険
の
枇
舎
保
険
た
る
性
質
に
鑑
み
、
再
保
険
事
業
に
必
要
友
る
経
費
は
、
政
府
の
補
助
金
を
以
て
支
拙
析
す
る
こ
と
L

し
、
且
つ
収
入
再
保
険
料
を
以
て
支
排
再
保
険
金
に
不
足
を
告
ぐ
る
が
如
き
異
常
た
る
災
害
の
揚
合
に
於
て
は
、
借
入
金
を
以
て
支

排
ふ
こ
と
k
し
、
高
金
の
策
を
樹
て
t
A

ゐ
る
。

Annals of tAe Amerir:an Academy of Politir.~I aI】dSoda.l Science. January， 
1926) p. 100. 
F. Arcoleo， Hail Insurance In Germany :'lnd Fr3.noe (Inte'rnational 
of Agriculture， July and October， 1935) p. 279， p， 369 
A. Manes and W. Rohbeck， IIail Insurance; Its EcoIl町lUC Aspects (Inter-
national Review of Agricl1ltural Economics. Year l¥r， 1926) p・377・

Review 14) 
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ホ
フ
マ
ン
が
「
綜
合
的
牧
穫
保
険
の
成
功
を
期
す
る
に
は
、
今
日
よ
り
も
遂
に
詳
細

な
る
統
計
材
料
を
慕
礎
と
し
、
且
つ
全
図
的
成
汎
な
る
地
域
に
於
て
之
を
賓
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。
」
と
云
っ
て
ゐ
る
が
、
之
は
我

こ
、
農
業
災
害
の
危
険
分
散
と
保
険
料
率

園
に
も
安
営
ず
る
。
云
ふ
迄
も
友
く
保
険
に
於
て
は
、
卒
素
よ
り
所
謂
共
通
準
備
財
産
を
積
立
て
、
事
件
の
鵡
民
生
に
備
ふ
る
も
の
で

あ
る
が
、

と
の
た
め
に
は
大
教
の
法
則
に
よ
っ
て
、
保
険
事
件
に
闘
す
る
過
去
の
事
責
を
某
礎
と
し
て
、
そ
の
蓋
然
奉
を
見
出
し
、

之
上
り
徴
牧
ナ
ペ
き
保
険
料
を
算
出
ず
ぺ
君
で
あ
る
@
然
る
に
農
業
保
険
に
於
て
は
、
保
険
事
件
た
る
危
険
は
自
然
力
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
か
ら
、
事
件
の
双
生
が
場
所
的
に
も
、
時
間
的
に
も
、
ま
た
共
の
程
度
に
於
で
も
、
桜
め
て
不
制
品
別
で
あ
り
、
従
っ
て
共

の
蓋
然
率
を
見
出
す
こ
と
が
慨
め
て
困
唯
と
た
る
。
殊
に
風
・
水
・
卒
中
一
円
等
に
闘
し
て
は
一
地
方
杢
般
に
瓦
り
異
常
の
危
害
が
費
生
す

る
と
と
も
往
々
あ
り
、

ぞ
の
た
め
似
険
金
の
交
品
川
に
原
巳
者
一
九
た
い
同
校
旧
窓
口
の
也
る
と
と
や
一
克
れ
な
い
川

，山
t
A

る
抑
制
ふ
口
陀
嘘
す
る

た
め
、
牧
穫
保
険
制
に
於
て
は
一
方
確
定
保
険
料
主
義
を
採
る
と
共
に
、
他
方
支
燐
保
険
金
減
額
制
を
保
ら
ざ
る
を
得
泣
い
。
例
へ

ば
一
八
八
四
年
二
月
十
三
日
の
バ
イ
エ
ル
ン
芯
害
保
険
法
も
支
梯
保
険
金
減
額
制
に
闘
し
て
規
定
し
て
ゐ
る
。
農
林
省
高
民
表
の
「
農

業
保
険
要
綱
」
に
は
「
組
合
は
前
年
度
繰
越
金
、
営
該
年
度
の
牧
入
保
険
料
及
牧
入
再
保
険
金
共
の
他
の
牧
入
の
合
計
額
よ
り
首
該
事

業
年
度
の
再
保
険
料
、
事
業
費
、
共
済
積
立
金
を
叫
控
除
し
た
る
礎
額
を
以
て
保
険
金
の
文
排
に
充
て
不
足
を
生
じ
た
る
と
き
は
法
定

準
備
金
の
四
分
の
一
を
之
が
支
携
に
定
て
向
不
足
を
生
巴
た
る
と
き
は
不
足
割
合
と
同
率
を
以
て
各
個
の
支
沸
保
険
金
を
減
額
す
る

も
の
と
す
」
と
し
て
ゐ
る
。
牧
穫
危
害
に
閲
す
る
蒼
然
一
一
禁
確
定
が
向
ほ
困
難
友
る
今
日
の
欣
態
を
以
て
し
て
は
、
右
の
如
き
減
額
支

捌
も
ま
た
己
む
を
得
た
い
が
、
か
t
A

る
減
額
支
榊
が
屡
々
繰
返
さ
れ
、
旦
つ
減
額
割
合
が
比
較
的
大
い
友
る
揚
合
に
は
、
農
民
を
し

て
牧
穫
保
険
そ
の
も
の
に
封
し
不
信
の
念
を
懐
か
し
め
る
こ
と
L

な
る
か
ら
、
な
る
ぺ
〈
危
害
事
件
に
闘
す
る
統
計
材
料
を
豊
富
に

農
作
物
の
収
穫
保
険
に
就
い
て

第
四
十
五
巻

第

競

五

五

重政誠一氏、農業保険制度の概要(法律暗報、第4巻第12競 )7頁
W. Hoffman， op. cit.， p. 94・

F. Arcoll!o， op. cit.， 275・
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農
作
物
の
牧
穫
保
険
に
就
い
て

第
四
十
主
巻

一円ノ、

第

競

プて

し、

E
確
た
る
荒
然
李
の
測
定
に
よ
っ
て
、
保
険
金
減
額
支
排
を
避
く
る
や
う
努
む
べ
き
で
あ
る
。

保
険
料
率
は
、
雪
銀
特
一
明
日
誌
、
講
師
官
十
鳩
山
げ
品
川
+
至
言
記
録
立
耕
一

た
る
公
式
上
り
之
を
算
出
す
る
。
こ
の
揚
合
、
農
作
物
の
被

害
卒
は
、
川
災
害
に
針
ず
る
各
種
農
作
物
の
抵
抗
力
の
差
異
、
防
災
害
に
劃
す
る
揚
所
的
危
険
性
の
差
異
に
よ
っ
て
決
せ
ら
る
べ
き

で
あ
る
。
災
害
に
針
す
る
況
抗
力
は
農
作
物
の
種
類
に
よ
ワ
て
具
な
る
の
み
写
b
歩
、
ま
た
同
一
の
長
作
物
に
於
て
も
各
品
種
に
上
つ

こ
の
測
定
は
舵
物
生
理
弟
等

ο立
揚
よ
り
自
然
利
率
的
に
測
定
さ
る
ぺ
を
む
の
と
「
も
』
次
に
災
害
に

で
も
m
刊
一
段
る
も
の
で
あ
る
。
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於
け
る
農
作
物
の
成
育
欣
況
、
耕
作
者
の
肥
培
・
管
理
方
法
の
如
何
等
に
よ
り
、
厳
密
に
は
各
筆
の
耕
地
毎
に
相
違
す
る
も
の
?
一
あ

る
。
併
し
乍
ら
寅
際
に
は
被
害
率
を
各
耕
地
毎
に
一
々
計
算
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
隠
っ
て
地
勢
、
地
質
、
用
水
闘
係
等

一
町
村
を
数
匿
に
分
っ
て
、
之
を
被
害
車
算
定
の
間
単
位
と
す
る
外
は
友

h
r
併
し
此
の
揚
合
に

の
諸
僚
件
の
類
似
性
よ
り
考
へ
て
、

於
て
も
、
保
険
料
率
に
闘
し
農
民
に
「
小
平
不
満
の
念
を
起
さ
し
め
友
い
た
め
に
も
、
充
分
正
確
に
各
地
匝
の
被
害
率
を
決
定
す
ぺ
き

で
あ
る
。

農
林
省
が
大
正
七
年
よ
り
昭
和
四
年
に
至
る
十
二
筒
年
に
亙
る
水
栢
に
針
ナ
る
風
・
水
・
目
干
害
並
に
桑
に
針
す
る
風
・
水
・
早
・
凍
・
窓

害
被
害
率
よ
り
、
夫
々
全
園
を
数
匝
に
分
っ
て
算
出
し
た
る
標
準
保
険
料
率
に
よ
れ
ば
、

一
八
刀
乃
至
二
分
以
上
よ
り
五
分
乃
至
六
分

未
満
の
保
険
料
率
を
遁
用
す
べ
き
町
村
が
大
多
数
を
占
む
る
こ
と
が
明
と
た
っ
た
。
誌
に
水
稲
自
作
農
家
に
就
い
て
、
そ
の
反
営
り

平
均
政
景
を
二
石
、
玄
米
一
石
の
庭
先
相
揚
を
二
十
五
圏
と
す
れ
ば
、
保
険
償
額
は
反
語
り
五
十
園
と
な
り
、

そ
の
七
割
に
首
る
保

険
金
績
は
三
十
五
回
と
友
る
。
保
険
料
率
を
般
に
二
%
と
す
れ
ば
、
水
稲
田
一
反
歩
常
り
の
保
険
料
は
七
十
銭
と
な
る
。
従
つ
で
一

穀作物、工事作物、同事作物、株肥用作物隼の多重量作物に到し雪害保険を貸施
してゐる悌繭西に於ては、各作物の抵抗力よ E夫リヰなる保険料率走算出し
てゐる。 F. Arcoleo， Hllil In5UTílnc~ in France (lnternation.al Review of 
Agriculture， October， I935) p. 369圧
安田誠三氏、農業保険1.:::就て(法律時報、停5巻第II:!娯)54頁
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町
歩
の
水
積
回
全
部
を
保
険
に
附
す
る
自
作
農
家
は
年
額
七
圃
の
保
険
料
を
負
婚
す
る
と
と
L
た
る
。
茂
首
り
牧
量
に
針
す
る
小
作

料
の
割
合
を
五

O
V
A
と
す
れ
ば
、
小
作
農
は
右
自
作
農
の
半
額
に
相
常
す
る
保
険
料
を
負
播
す
る
こ
と
与
な
る
。
裁
桑
長
案
に
就
い

て、

一
段
歩
首
り
牧
一
美
円
瓦
を
二
百
五
十
賞
、
桑
葉
一
貫
目
首
り
の
庭
先
相
場
を
十
五
袋
、
保
険
料
率
を
ゴ
一
%
と
す
れ
ば
、
桑
園
一
反

首
り
の
保
険
料
金
は
七
十
八
銭
強
と
な
る
。
従
っ
て
農
家
に
叫
制
す
る
保
険
料
の
負
捨
を
重
か
ら
し
め
た
い
た
め
に
は
、
牧
穫
保
険
の

社
命
保
険
的
性
質
に
鐙
み
、
図
家
も
之
に
針
し
幾
分
の
助
成
を
ιな
す
べ
き
で
る
る
。

向
ほ
危
険
分
吹
を
全
閣
的
に
よ
り
完
全
に
行
ふ
た
め
寅
施
ず
る
再
保
険
に
闘
し
で
は
、
「
農
業
保
険
要
綱
」
に
於
て
「
再
保
険
料
率

は
組
合
の
保
険
料
卒
中
よ
り
共
伴
街
立
金
に
相
設
す
る
率
及
附
加
保
険
料
率
を
控
徐
し
た
る
も
の
」
と
す
る
。

而
し
て
こ
の
共
府
筒

い

L
金
は
待
一
氾
乏
口
支
出
況
弘
司
ハ
ニ
芋
ド
コ
士
K
A
K
s
d斗
』
〉

，A
Z

i

i

J

1

l

円
lfl引
け
〆
J

ゲ
ノ
J
づ

Q
A
I
ノ
本
ド
げ
ト

一
一
川
五
八
刀
と
れ
め
る
も
の
で
あ
る
わ
ら
、

宮
司
-ta
果
、
虫
干
」
Q
2
4
r
守
コ
し
を
圧

T
包

、

l
F
T同
f
p
l
q
;
5
4
5
I
訓

域
の
被
害
卒
に
照
康
ず
る
こ
と
L
な
る
。
故
に
再
保
険
制
を
公
正
に
賓
施
す
る
上
に
も
、
各
組
合
地
域
の
被
害
卒
を
充
分
正
確
に
決

定
す
る
こ
と
が
必
要
と
在
る
究
第
吃
あ
る
。

け
れ
H

こ
も
斯
〈
の
如
く
に
し
て
、
一
花
受
保
険
組
合
の
地
域
は
之
を
遮
山
誌
に
分
割
し
で
保
険
料
区
域
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

併
し
各
宮
城
聞
に
於
て
は
勿
論
の
こ
と
.
同
一
の
保
険
料
広
域
内
に
於
て
も
各
築
の
耕
地
に
よ
り
災
害
後
生
の
純
度
、
災
害
の
程
度

に
幾
分
の
差
異
あ
る
こ
と
を
売
れ
な
い
。
従
っ
て
組
合
へ
の
加
入
が
全
〈
自
由
在
る
場
合
に
は
、
組
合
員
た
る
資
格
を
有
す
る
耕
作

者
又
は
地
主
は
比
較
的
危
険
の
大
な
り
と
認
め
ら
れ
る
耕
地
の
農
作
物
又
は
小
作
料
の
み
を
保
険
に
附
す
る
こ
と
L
友
り
、
保
険
の

運
用
を
困
難
な
ら
し
め
る
こ
と
L
な
る
。

こ
の
事
は
瑞
典
に
於
け
る
綜
合
牧
棋
院
保
険
(
を
・
霜
・
風
害
)
に
於
て
.
相
互
保
険
組
合
に
加
入

し
た
る
も
の
は
、
経
験
上
そ
の
農
作
物
が
殆
ど
毎
年
災
害
に
か
ミ
る
こ
と
が
確
か
な
る
農
業
者
の
み
で
あ
っ
た
か
ら
、
組
合
事
業
の

農
作
物
の
収
穫
保
険
に
就
い
て

第
四
十
五
巻

七

策

滋

七



農
作
物
の
牧
穫
保
険
に
就
い
て

第
四
十
五
巻

ご
八

繕
績
が
不
可
能
L
」
注
り
、
結
局
解
散
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
に
至
っ
た
事
情
に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
民
。
従
っ
て
保
険
加
入
に
闘
し
何

第

就

丹、

等
か
の
制
限
を
設
け
る
と
と
が
必
要
と
友
る
。
「
農
業
保
険
要
綱
」
に
於
て
は
「
耕
作
者
が
農
作
物
を
保
険
に
附
す
る
揚
合
は
組
合
の

匝
域
内
に
於
て
共
耕
作
す
る
保
険
の
目
的
た
る
べ
き
農
作
物
と
同
一
種
類
の
も
の
は
総
て
之
を
保
険
に
附
す
る
こ
と
を
宴
す
。
地
主

が
小
作
料
を
保
険
に
附
ず
る
場
合
ほ
組
合
の
陪
域
内
に
於
て
保
険
の
目
的
た
る
農
作
物
と
同
一
種
類
の
も
の
を
耕
作
す
る
小
作
地
の

小
作
料
は
納
で
保
険
に
附
す
る
こ
と
や
-
必
ず
一
と
し
、
初
台
什
一
の
お

F

滋
探
在
防
止
す
る
と
と
L

し
て
ゐ
る
の
は
、
五
品
川
削
の
庭
向
泣
℃
あ

る
D

伯
托
-
良
4
4
似
除
製
靴
L
に
い
規
定
さ
れ
て
ゐ
む
い
が
司
保
険
組
合
じ
劉
し
七
も
ま
た
同
時
K
、
組
合
が
危
険
の
少
い
耕
地
の
ま

作
物
又
は
小
作
料
に
劃
す
る
保
険
の
み
を
逆
選
揮
し
な
い
や
う
、
遁
首
た
る
強
制
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

三
、
損
害
の
填
補
と
保
険
金
額

牧
穫
保
険
に
於
て
填
補
す
べ
き
損
害
の
算
出
に
就
い
て
は
二
つ
の
方
法
が
る
る
。

一
は
災
害
護

生
営
時
ま
で
に
投
下
さ
れ
た
る
生
産
費
、
邸
中
h
/

種
子
代
、
肥
料
代
、
努
力
費
、
地
代
の
一
部
分
等
の
総
樹
を
以
て
損
害
額
と
す
る
方

法
で
、
部
分
的
損
害
の
揚
合
に
は
牧
穫
迄
に
投
下
さ
れ
た
る
生
産
費
を
寅
牧
穫
を
以
て
償
ひ
得
古
る
部
分
を
損
害
叡
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
他
は
首
該
年
皮
に
保
険
事
故
の
碑
民
生
が
・
た
か
っ
た
た
ら
ば
.
牧
穫
し
得
た
で
あ
ら
う
収
穫
量
(
許
傾
総
牧
穫
量
)
を
損
害
額
と
す

る
方
法
で
、
部
分
的
拐
容
の
揚
合
に
は
、

乙
の
評
慎
綿
牧
穫
量
と
費
収
穫
と
の
差
獄
を
以
て
日
問
客
観
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
の

生
産
費
に
よ
る
損
害
額
の
決
定
方
法
は
、

も
、
生
産
費
の
計
算
が
困
難
に
し
て
、
五
確
左
期
し
難
い
か
ら
、
何
れ
の
閣
に
於
て
も
一
般
的
に
第
二
の
方
法
が
採
即
さ
れ
て
ゐ
る
。

一
九
二

O
年
に
北
米
合
衆
闘
の

一
山
収
穫
保
険
人
何
回
枇
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
る
こ
と

b
る

「
農
業
保
険
要
綱
」
を
ま
ち
仏
此
の
後
者
の
方
法
を
採
用
し
て
ゐ
る
。

牧
穫
保
険
に
於
て
は
道
徳
的
危
険
の
防
止
上
、
損
害
の
一
部
を
被
保
険
者
自
身
に
負
捲
せ
し
め
る
所
語
部
分
額
填
株
主
義
を
採
る

N. Darou， Co-operative Insurance， 1936， p. z64 
'VV. Hoffman， op， cit.， p. 102. 
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を
通
例
と
す
る
。
「
農
業
保
険
姿
綱
」
に
在
り
で
も
、
「
評
債
線
牧
穫
量
の
三
割
を
超
ゆ
る
減
収
あ
る
場
合
に
限
り
、
共
の
減
牧
量
よ
わ

評
債
総
牧
量
の
三
割
に
相
営
ず
る
数
量
を
控
除
し
た
る
残
量
に
封
ず
る
損
害
を
填
補
す
る
も
の
」
と
ナ
る
。
印
ち
保
険
組
合
が
損
害

を
填
補
す
る
揚
合
は
、
損
害
調
が
一
詳
債
総
収
穫
量
の
三
割
を
超
ゆ
る
揚
合
に
し
て
、
然
か
も
此
の
三
割
を
超
ゆ
る
部
分
に
射
し
℃
は

全
額
填
補
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
牧
穫
皆
無
の
場
合
に
は
保
険
金
額
全
部
の
嘆
補
を
腐
す
と
』
ミ
な
る
。
此
の
場
合
、
部
分

額
填
補
主
義
を
賀
行
し
な
い
の
は
、
右
の
不
填
補
制
三
割
が
そ
れ
白
開
相
官
高
率
で
あ
る
か
ら
、
と
の
上
更
に
部
分
額
填
補
主
義
を

探
る
と
き
は
、
保
険
の
賞
益
が
徐
り
に
小
さ
く
友
る
か
ら
で
あ
る
。

収
穫
保
険
に
於
て
は
道
徳
的
危
険
の
防
止
ヒ
、
保
険
金
制
は
保
険
償
額
の
一
定
割
合
に
官
む
べ
き
で
る
る
と
と
は
云
ふ
ま
叩
に
も
な

、。

3
』

J
A
T
A

、h
q〈
H
H
I

、，T
4

a

p

計
リ
崎
、
，
、

L

十川

L
Tれ

U

門
官
同
仰
止
加
に
中
u
b
u
v

て
は

保
険
制
片
的
締
結
山
川
同
時
に
於
て
は
、

そ
の
目
的
物
た
る
点
的
や
設
は
内
川
代
成
長
渦
税
K
あ

h

や
か

ら
、
そ
の
営
時
の
評
債
領
を
以
て
共
の
ま
ミ
保
険
債
綴
と
左
す
を
得
左
い
。
従
っ
て
保
険
償
額
は
、

そ
の
作
物
が
何
ら
の
被
害
を
受

け
や
完
全
に
成
長
し
た
と
強
怨
し
た
揚
合
に
於
け
る
牧
穫
量
の
評
償
額
と
友
る
。
と
の
藻
想
牧
穫
量
の
評
償
額
は
過
去
数
ヶ
年
の
卒

均
牧
量
に
、
原
則
と
し
て
過
去
数
年
の
卒
均
庭
先
相
場
(
出
廻
刻
。
)
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
栽
増
技
術
の
進
歩
に
よ

り
枚
見
直
品
が
年
々
漸
増
す
る
傾
向
に
あ
る
地
方
に
於
て
は
、
右
の
卒
年
作
柄
に
よ
っ
て
保
険
傾
倒
制
を
決
定
す
る
と
き
は
、
資
際
あ
る
べ

き
保
険
償
額
よ
り
も
幾
分
低
く
評
便
さ
れ
る
こ
と
与
な
る
を
免
れ
な
い
か
ら
、
之
を
柏
戸
山
ぺ
き
何
等
か
の
方
法
を
工
夫
ず
べ
き
で
あ

る
。
「
農
業
保
険
要
綱
」
で
は
保
険
償
額
の
七
割
を
以
て
保
険
金
額
と
す
る
。

こ
の
割
合
の
決
定
は
、

一
方
に
於
て
は
道
徳
的
危
険
防

止
の
結
か
ら
判
断
す
べ
き
で
る
る
が
、
他
方
に
於
て
は
牧
穫
保
険
白
鵠
の
目
的
か
ら
も
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
邸
ち
北
米
合
衆
固
に

於
て
往
々
行
は
れ
る
が
如
く
、
牧
穫
前
の
農
作
物
中
町
捨
保
と
し
て
銀
行
よ
り
資
金
の
融
通
を
受
け
る
保
件
と
し
て
保
険
に
附
す
る
の

農
作
物
の
牧
穫
保
険
に
就
い
て

第
四
十
五
巻

え4

第
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で
る
れ
ば
、
銀
行
は
牧
穫
債
額
の
一
定
割
合
(
儀
P
高
く
な
い
)
以
上
に
は
融
泊
し
左
い
か
ら
、
保
険
金
制
の
保
険
偵
翻
に
謝
す
る
割
合

も
、
右
の
剣
合
以
上
に
之
を
高
め
る
必
要
は
友
い
。
併
し
我
図
の
如
く
小
農
経
世
の
支
配
的
友
る
底
で
は
、
牧
穫
保
険
は
草
花
経
営

上
の
損
害
を
填
柿
す
る
に
留
ら
守
、

ま
た
共
の
生
析
を
も
救
ふ
べ
き
使
命
を
有
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
割
合
は
相
首
大
で
た
貯

れ
ば
な
ら
ね
。
従
勺
て
要
綱
の
如
く
・
こ
の
割
合
を
七
割
と
昨
定
ず
る
こ
と
に
就
い
て
は
、
向
ほ
充
分
之
を
検
討
す
ぺ
き
で
る
る
。

山
川
ほ
危
険
の
殺
生
に
よ
っ
て
組
合
が
共
の
お
守
中
し
頃
郁
ず
る
期
聞
に
闘
し
で
も
一
定
の
制
限
を
附
す
る
判
明
合
が
る
る
。

邸
ち
「
去
、

業
保
険
巾
公
判
肌
L

に
於
て
じ
、
「
水
制
K
杭
h
り

V
(

凶
山
山
椋
凱
よ
り
三
十
日
前
に
始
ま
れ
'
取
税
期
に
終
る
」
と
た
し
、
「
桑
K
4批
め
て
は
都
民
芽

期
に
始
ま
り
晩
秋
盤
上
位
脱
期
に
終
る
。
但
し
春
霞
専
加
桑
園
に
在
り
で
は
春
質
上
族
期
に
終
り
、
夏
秋
震
専
用
桑
闘
に
在
り
で
は
夏

震
掃
立
期
よ
り
十
五
日
前
に
始
ま
る
」
と
し
て
ゐ
る
。

水
稲
に
針
す
る
損
害
が
苗
代
期
か
ら
牧
穫
期
に
至
る
相
首
長
期
間
に
亙
っ
て

起
る
可
能
性
あ
る
に
拘
ら
や
、
保
険
の
責
任
期
聞
を
斯
く
短
期
と
し
た
る
所
以
は
、
比
較
的
早
期
に
被
っ
た
稲
作
の
損
害
は
、
再
植

そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
或
程
度
ま
で
絞
和
し
得
る
上
に
、
斯
か
る
早
期
の
摂
害
は
共
の
評
僚
が
困
難
で
る
り
、
従
っ
て
道
徳
的
危

険
を
伴
ひ
易
い
か
ら
で
あ
る
。
且
つ
会
図
的
に
見
る
も
、
出
穂
前
後
に
起
る
風
・
水
・
早
窓
口
が
最
も
多
〈
、
ま
た
共
の
被
害
の
程
度
も

此
の
期
聞
が
最
も
大
た
る
か
ら
で
る
る
。
桑
の
保
険
期
間
を
殻
芽
か
ら
養
箆
の
飼
育
期
間
中
に
限
れ
る
は
、
桑
は
褒
芽
以
後
陀
於
て

共
の
損
害
の
評
僚
が
始
め
て
可
能
と
左
る
の
と
、
桑
葉
が
貰
賀
さ
れ
る
経
済
的
債
値
を
持
つ
の
は
、
議
が
上
族
す
る
ま
で
の
飼
育
中

に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

更
に
牧
穫
保
険
に
在
り
で
は
保
険
事
故
た
る
農
作
物
の
自
然
的
災
害
に
上
る
損
害
に
劃
し
て
の
み
、
填
補
す
ぺ
き
で
る
る
。
併
し

今
日
の
貨
体
経
済
の
下
で
は
、
保
険
金
額
や
保
険
料
は
之
を
貨
幣
に
挨
領
し
て
表
示
し
な
け
れ
ば
た
ら
ね
が
、

こ
の
換
債
に
際
し
、

明T. Ho町'manJ op. cit.， p. II6. 23) 



農
作
物
債
格
麹
動
の
影
響
を
之
に
反
映
せ
し
め
、
従
っ
て
牧
穫
保
険
に
よ
っ
て
農
作
物
債
格
下
落
に
封
ず
る
損
害
を
も
填
補
す
る
こ

と
L
友
ら
た
い
や
う
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
北
米
合
衆
国
に
於
け
る
牧
穫
保
険
失
敗
の
一
因
は
、
農
作
物
債
格
下
落
に
よ
る
危
険
を

も
填
補
す
る
仕
組
で
あ
っ
た
と
と
に
も
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
農
業
保
険
要
綱
」
で
は
、
「
損
害
額
は
保
険
額
算
定
の
基
礎
と

潟
り
た
る
草
債
に
依
り
之
を
算
出
す
」
る
こ
と
ミ
し
、
農
作
物
侵
格
費
動
の
影
響
を
排
除
し
、
之
に
よ
っ
て
超
過
保
険
と
・
な
る
と
と

を
防
止
し
て
ゐ
る
。
併
し
他
方
「
牧
穫
期
の
時
慣
が
保
険
金
額
算
定
の
基
礎
と
第
り
た
る
債
格
よ
り
著
し
く
低
き
と
雪
は
共
の
時
債

に
依
り
算
出
し
た
る
判
明
一
主
す
る
と
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
債
格
鐙
動
の
w
M
響
の
加
は
る
こ
と
を
認
め
て
ゐ
る
。
田
山
ふ
に
牧
穫
期
の

時
慣
が
保
険
金
制
算
定
の
某
礎
と
な
っ
た
債
俗
よ
り
も
著
し
く
低
下
し
た
場
合
に
、
保
険
金
調
算
定
の
基
礎
と
注
つ
だ
軍
慣
に
よ
っ

て
貝
担
，

E
1享
「

5
3
コ
-
-
E
h
h
、

』

j
'一-
L
t
-
r
j
J
l
J
I
U
1〈

Tvv
干

貨
幣
的
計
算
に
於
一
は
去
も
組
過
保
険
と
は
危
ら
た
い
日
市
川
1

)

{

骨
際
に
は
選
対
は
此
の
墳
怖

金
を
以
て
‘
著
し
〈
債
格
の
下
落
し
た
る
農
作
物
(
米
)
そ
買
入
れ
る
こ
と
L
た
る
か
ら
、
保
険
債
瀬
算
定
の
襟
準
と
な
っ
た
卒
均
牧
穫

景
を
超
ゆ
る
米
量
の
購
入
が
可
能
と
た
旬
、
資
質
的
に
は
超
過
保
険
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
然
ら
ぽ
「
時
債
が
保
険
金
潤
算
定
の
本
礎

と
矯
り
た
る
債
裕
よ
り
も
著
し
〈
低
き
と
き
」
と
は
如
何
友
る
場
合
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
。
と
の
一
地
に
関
し
て
は
、
「
妥
綱
」

に
は
何
等
の
説
明
も
加
へ
ら
れ
て
ゐ
た
い
が
、
此
の
使
待
下
落
の
限
度
は
、
費
質
的
に
超
過
保
険
と
な
る
や
否
や
を
某
準
と
し
て
之

を
決
ず
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
時
債
に
よ
れ
ば
、
損
害
堤
袖
金
を
以
て
、
保
険
償
額
算
定
の
標
準
と
友
っ
た
平
均
牧
穫
景
に
相
堂
ず
る

数
量
以
上
の
米
を
購
入
し
得
る
限
度
以

t
k
、
時
慣
が
著
し
〈
下
落
し
た
る
場
合
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
向
ほ
今
日
の
貨
幣
経
済
の

下
で
は
、
農
家
は
生
荷
受
の
主
要
項
目
止
し
て
金
肥
等
を
多
額
に
使
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
著
し
く
下
落
し
た
米
債
を
以
て
損
犬

が
境
補
さ
れ
る
場
合
に
は
、
米
僚
と
同
一
一
割
合
を
以
て
金
肥
債
格
が
下
落
し
た
か
っ
た
な
ら
ば
、
生
産
費
を
償
ふ
こ
と
を
得
た
い
こ

農
作
物
の
牧
穫
保
険
に
就
い
て

第
四
十
五
巻

第

銃
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量是

と
a
A

怠
る
。
併
し
損
失
填
制
上
、
新
か
る
紘
ま
で
を
参
酌
す
る
こ
と
は
徐
り
に
煩
雑
と
な
る
。
こ
の
著
し
く
下
落
し
た
債
格
を
以
て

損
害
を
計
算
す
る
と
き
は
、
組
合
は
不
営
に
利
征
す
る
が
如
〈
考
へ
ら
れ
る
が
、
相
互
組
織
組
合
た
る
関
係
上
、
こ
の
際
の
徐
刺
利

径
は
他
H
の
危
険
に
備
へ
る
共
通
準
備
財
産
に
繰
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
不
首
の
庭
置
と
は
友
ら
な
い
。

園
、
牧
穫
保
険
に
於
け
る
地
主
と
の
作
人
と
の
関
係

小
作
経
替
が
企
業
化
さ
れ
、
小
作
人
が
企
業
と
の
損
谷
に
針
す
る
全
責
任

を
負
ひ
、
抽
出
め
契
約
K

J
っ
て
定
め
ら
れ
た
る
定
制
の
小
作
料
を
貨
幣
を
以
て
文
例
ひ
.
従
っ
て
作
川
引
の
殴
凶
如
何
に
拘
ち
ゃ
減
免

が
行
り
れ
や
J

、
釦
年
必
A
Y
定
額
の
貨
幣
小
作
料
を
地
主
K
支
持
ふ
刊
新
合
に
は
、
地
主
が
収
穫
保
険
に
直
接
参
加
す
る
飴
地
は
友
い
。

従
っ
て
諸
外
闘
の
農
業
保
険
で
は
之
が
加
入
者
は
震
の
農
業
者
た
る
自
作
農
と
小
作
農
に
限
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
我
園
の
小
作

制
の
如
〈
、
物
納
定
初
制
と
は
云
へ
、
作
柄
曲
E-

凶
の
如
何
に
膝
じ
て
減
免
の
行
は
れ
る
刈
分
小
作
制
の
遺
風
を
帯
ぷ
る
抑
制
合
に
は
、

牧
穫
に
閥
し
地
主
及
び
小
作
人
が
各
自
の
取
得
分
を
限
度
と
し
て
、
相
方
と
も
牧
穫
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
を
使
宜
と
す
る
。
「
農

業
保
険
要
綱
」
に
於
て
は
「
農
作
物
の
牧
穫
又
は
小
作
料
の
取
得
を
保
険
ず
る
も
の
」
と
し
、
被
保
険
者
に
闘
し
て
は
「
組
合
の
地
域
内

に
存
す
る
耕
地
の
耕
作
者
(
自
作
入
、
小
作
人
)
及
耕
地
の
所
有
者
(
地
主
と
す
」
る
。
併
し
地
主
は
耕
作
者
で
な
い
か
ら
‘
そ
の
取
得
す

る
小
作
料
に
劃
す
る
保
険
は
一
種
の
信
用
保
険
で
る
る
。

こ
の
揚
合
、
地
主
に
在
り
で
は
、
小
作
料
償
額
が
保
険
償
額
で
あ
り
、
そ
の
七
割
が
保
険
金
額
と
た
る
が
、
小
作
人
に
在
り
で
は
、

袖
陣
想
収
穫
量
よ
り
小
作
料
を
按
除
し
た
る
残
量
の
債
格
が
保
険
償
額
で
あ
り
、

そ
の
七
割
が
保
険
金
額
と
た
る
。

保
険
組
合
に
加
入
せ
る
地
主
が
、
保
険
に
よ
っ
て
小
作
料
上
の
操
害
填
補
を
受
け
な
が
ら
、
更
に
小
作
人
に
針
し
小
作
料
の
全
部

又
は
一
部
の
請
求
を
注
す
こ
と
L
-
な
れ
ば
、
地
王
は
二
重
に
利
盆
を
受
く
る
弊
害
を
生
ゃ
る
か
ら
、
要
綱
は
「
地
主
が
損
害
の
填
補



を
受
け
た
る
と
き
は
共
の
額
に
相
官
す
る
部
分
の
小
作
料
の
支
携
は
之
を
請
求
す
る
と
と
を
得
や
」
と
し
て
、

婦
か
る
弊
害
の
帯
民
生

を
防
止
し
て
ゐ
る
。
併
し
他
方
で
は
小
作
人
は
損
害
の
填
補
を
受
け
て
も
、
之
に
因
っ
て
地
主
と
の
間
の
椿
利
義
務
に
は
影
響
を
受

け
な
い
と
と
L

を
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
小
作
人
の
み
が
保
険
に
加
入
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
耕
地
の
地
主
が
保
険
に
加
入
し
な
い
や
う
な

揚
合
に
は
、
小
作
人
は
保
険
で
損
害
の
填
補
を
受
け
で
も
、
地
主
に
封
し
て
は
減
免
の
請
求
は
之
を
潟
す
と
と
が
出
来
る
。
併
し
此

の
揚
合
、
地
主
は
小
作
人
が
保
険
で
救
済
を
受
け
た
と
と
を
知
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
減
売
の
要
求
陀
は
容
易
に
臆
巳
な
い
で
あ
ら
う

し
、
俄
令
そ
の
要
求
に
臆
巳
て
も
、
減
免
率
の
割
合
は
世
間
一
般
よ
り
は
少
く
在
る
虞
が
あ
る
。
従
っ
て
小
作
人
が
保
険
に
よ
っ
て

境
補
を
受
く
る
は
、
白
己
の
保
険
料
支
梯
に
よ
る
・
も
の
で
あ
る
か
ら
、

か
a
h

る
場
合
に
は
「
小
作
人
が
損
害
の
填
補
を
受
〈
る
も
、

地
主
に
射
す
る
減
発
清
求
問
聞
は
之
が
た
め
宅
-
b
影
響
を
交
〈
る
こ
と
な
し
」
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し
保
険
組
合
へ
の
強
制
加
入
の
義
務
宇
一
負
は
ず
か
何
れ
か
の
方
法
を
採
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

五
、
共
演
積
立
金
制
度
寸
農
業
保
険
要
綱
」
で
は
、
諸
外
国
の
農
業
保
険
に
類
例
を
見
な
い
共
済
積
立
金
制
度
を
併
用
ナ
る
こ
と
λ

し
て
ゐ
る
o

即
ち
保
険
組
合
を
し
て
毎
年
牧
入
保
険
料
の
一
割
五
分
、
剰
儀
金
の
二
分
。
一
を
積
立
て
、
組
合
員
を
し
て
之
に
封
し
持
分
を
有
せ
し
め
、
次
り
場
合

に
之
を
梯
戻
す
己
主
L
し
て
ゐ
る
。
即
ち
(
イ
)
組
合
員
損
害
を
受
け
た
る
場
合
に
於
て
、
其
白
填
補
を
受
〈
る
こ
と
世
直
ざ
る
金
額
が
一
定
額
を
超
え

る
と
き
は
、
其
O
超
過
積
を
限
度
と
し
た
る
梯
分
の
梯
良
、
(
ロ
)
組
合
員
引
捜
き
五
箇
年
間
損
害
の
填
補
を
受
け
古
る
場
合
に
於
て
、
組
合
員
の
請
求

に
因
る
持
分
自
全
部
又
は
一
部
の
梯
英
、
(
ハ
)
組
合
員
加
入
後
十
事
業
年
度
を
経
過
し
た
る
場
合
に
於
て
、
組
合
員
申
請
求
に
因
る
持
分
。
全
部
又
は

一
部
の
梯
貝
、
で
一
)
組
合
員
正
首
の
事
由
に
因
n
y
股
退
す
る
場
合
に
於
け
る
持
分
内
全
部
の
掠
庚
、
(
申
)
気
候
不
順
に
因
る
不
作
、
病
議
害
、
保
険
責

任
開
始
前
四
災
害
、
作
付
不
能
、
遺
稿
、
米
繭
債
白
異
常
な
る
暴
落
、
火
災
、
疾
病
其
白
他
。
災
害
に
図

p
特
に
組
合
員
に
封
し
持
分
の
梯
奥
を
周
摘
す

必
要
る
り
と
認
め
ら
る
土
場
合
に
於
け
る
組
合
員
の
請
求
に
因
る
持
分
自
全
部
又
は
一
部
。
挽
庭
、
こ
れ
で
あ
る
。

新
〈
の
如
〈
共
済
積
立
金
制
度
は
従
来
か
ら
我
図
の
農
村
で
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
あ
る
備
荒
貯
蓄
制
を
探
揮
し
た
も
D

で
、
主
と
し
て
牧
穫
保
険
事

故
以
外
の
諸
災
害
に
謝
し
て
準
備
を
な
し
、
保
険
制
度
と
相
侠
っ
て
農
村
の
災
害
共
済
の
目
的
を
達
せ
ん
と
ナ
る
も
の
で
あ
る
。
品
開
ほ
(
ハ
)
に
掲
げ
ら

農
作
物
白
牧
穫
保
険
に
就
い
て

第
四
十
五
巻

一
第
一
一
蹴



農
作
物
の
収
穫
保
険
に
就
い
て

第
四
十
五
巻

四

害事

量量

四

れ
た
災
害
中
に
於
て
も
、
気
候
不
順
の
一
た
る
冷
害
、
そ
の
他
遁
蜜
等
に
つ
い
て
は
、
之
を
漸
次
保
険
事
故
白
う
ち
に
加
へ
る
こ
と
が
必
要
で
る
ら
う
o

回

以
上
に
亙
っ
て
農
作
物
の
収
穫
保
険
に
就
い
て
概
論
し
た
。
今
日
の
資
本
主
義
的
貨
幣
経
済
の
下
に
於
て
は
、
農
家
を
し
て
之
に

趨
謄
せ
し
め
る
に
は
共
の
組
織
的
園
結
力
を
以
て
し
、
経
済
的
受
動
に
射
す
る
各
農
家
の
抵
抗
力
を
臨
め
る
こ
と
が
素
よ
り
必
要
で

あ
る
が
、
同
時
K
自
然
的
災
守
に
針
す
る
農
家
の
抵
抗
力
を
強
め
る
た
め
に
も
、
農
作
物
の
牧
穫
保
険
制
度
を
椛
立
し
℃
、
農
家
佐

保
険
組
合
に
闘
結
せ
し
め
る
と
と
も
同
絞
に
必
要
で
る
る
。
政
府
U
於
て
も
夙
虻
敗
一
般
保
除
の
必
要
を
滞
感
し
、
既
K
昭
和
六
年
二

月
に
「
農
業
保
険
要
綱
」
を
作
成
し
、
之
を
設
表
し
た
の
で
あ
る
が
、
不
幸
に
し
て
未
だ
賓
施
さ
る
L
に
至
っ
て
ゐ
友
い
。
こ
の
要
綱

に
闘
し
て
も
、
上
述
の
如
く
問
題
と
す
べ
き
黙
が
多
少
あ
る
か
ら
、
此
等
の
黙
に
就
い
て
再
吟
味
が
た
さ
れ
、
惑
に
貫
施
の
運
び
と

た
る
よ
う
切
望
し
て
止
ま
た
い
。
特
は
収
穫
保
険
の
一
位
曾
保
険
的
性
質
に
鑑
み
、
国
家
も
之
に
針
し
遮
蛍
た
る
助
成
を
な
し
、
以
て

小
農
に
針
し
て
は
保
険
料
は
之
を
成
る
ぺ
く
低
率
と
し
・
彼
等
が
喜
ん
で
保
険
組
合
に
加
入
す
る
よ
う
図
る
べ
き
で
あ
る
。
元
よ
り

最
初
か
ら
完
全
無
紋
た
る
組
織
を
望
む
と
と
は
無
理
で
あ
る
か
ら
、
寅
施
後
の
寅
績
に
徴
し
、
現
は
れ
た
快
陥
に
針
し
て
は
漸
吠
之

を
補
正
す
る
や
ろ
努
む
べ
き
で
あ
る
。


